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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月29日(2019.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　本明細書で使用する場合「プロセッサ」という用語は、前述の構造のうちのいずれか、
あるいは本明細書で説明した技術の実装に適した任意の他の構造を指し得る。加えて、い
くつかの態様では、本明細書で説明した機能は、本開示の技術を実行するように構成され
た専用のソフトウェアモジュール又はハードウェアモジュール内に提供され得る。ソフト
ウェアに実装される場合であっても、当該技術は、ソフトウェアを実行するプロセッサな
どのハードウェア、又はソフトウェアを記憶するメモリを使用し得る。このような場合に
は、本明細書で説明したコンピュータは、本明細書で説明した特定の機能を実行すること
が可能な特定のマシンを規定し得る。また、当該技術は、プロセッサと見なしてもよい１
つ以上の回路又は論理素子に完全に実装してもよい。
　本発明の実施態様の一部を以下の〔態様１〕－〔態様２１〕に記載する。
〔態様１〕
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムであって
、
　車両の画像を捕捉するためのカメラモジュールであって、前記画像は、文字を含んでい
るライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、カメラモジュールと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出することによって、第１の読み取り及び第
１の信頼性レベルを生成する特徴ベースのＯＣＲエンジンと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レ
ベルを生成する、前記第１のＯＣＲエンジンとは異なるパターンベースのＯＣＲエンジン
と、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較するためのコンパレータとを備え、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、前記システムは、最終読
み取りとして一致読み取りを生成し、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、融合モジュールは、前
記第１の読み取り、前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性
レベルを使用して、最終読み取りを生成する、
　カメラシステム。
〔態様２〕
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
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第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、態
様１に記載のシステム。
〔態様３〕
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、態様１に記載のシステム。
〔態様４〕
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、態様３に記載のシステム。
〔態様５〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、態様１
に記載のシステム。
〔態様６〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、異なる画像を評価する、態様１
に記載のシステム。
〔態様７〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジンは、第１のチャネルを通じて受信した情報から、前記
第１の読み取りを生成し、前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第２のチャネル
を通じて受信した情報から、前記第２の読み取りを生成する、態様１に記載のシステム。
〔態様８〕
　ライセンスプレートの最終読み取りを生成するための方法であって、
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムを提供す
ることであって、前記カメラシステムは、カメラモジュール、特徴ベースのＯＣＲエンジ
ン、パターンベースのＯＣＲエンジン、コンパレータ、及び融合モジュールを含む、カメ
ラシステムを提供することと、
　前記カメラモジュールを用いて、車両の画像を捕捉することであって、前記画像は、文
字を含んでいるライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、車両の画像
を捕捉することと、
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジンを用いて前記ライセンスプレートから前記文字を抽出
することによって、第１の読み取り及び第１の信頼性レベルを生成することと、
　前記パターンベースのＯＣＲエンジンを用いて前記ライセンスプレートから前記文字を
抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レベルを生成することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、最終読み取りとして一致
読み取りを生成することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、前記第１の読み取り、
前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性レベルを使用して、
前記融合モジュールを用いて最終読み取りを生成することとを含む、方法。
〔態様９〕
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、態
様８に記載の方法。
〔態様１０〕
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、態様８に記載の方法。
〔態様１１〕
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、態様１０に記載の方法。
〔態様１２〕
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　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、態様８
に記載の方法。
〔態様１３〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、異なる画像を評価する、態様８
に記載の方法。
〔態様１４〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジンは、第１のチャネルを通じて受信した情報から、前記
第１の読み取りを生成し、前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第２のチャネル
を通じて受信した情報から、前記第２の読み取りを生成する、態様８に記載の方法。
〔態様１５〕
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムであって
、
　車両の画像を捕捉するためのカメラモジュールであって、前記画像は、文字を含んでい
るライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、カメラモジュールと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出することによって、第１の読み取り及び第
１の信頼性レベルを生成する第１のＯＣＲエンジンと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レ
ベルを生成する第２のＯＣＲエンジンと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較するためのコンパレータと、
　を備え、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、前記システムは、最終読
み取りとして一致読み取りを生成し、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、融合モジュールは、前
記第１の読み取り、前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性
レベルを使用して、最終読み取りを生成する、
　カメラシステム。
〔態様１６〕
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、態
様１５に記載のシステム。
〔態様１７〕
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、態様１５に記載のシステム。
〔態様１８〕
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、態様１７に記載のシステム。
〔態様１９〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、態様１
５に記載のシステム。
〔態様２０〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、異なる画像を評価する、態様１
５に記載のシステム。
〔態様２１〕
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジンは、第１のチャネルを通じて受信した情報から、前記
第１の読み取りを生成し、前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第２のチャネル
を通じて受信した情報から、前記第２の読み取りを生成する、態様１５に記載のシステム
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【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムであって
、
　車両の画像を捕捉するためのカメラモジュールであって、前記画像は、文字を含んでい
るライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、カメラモジュールと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出することによって、第１の読み取り及び第
１の信頼性レベルを生成する特徴ベースのＯＣＲエンジンと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レ
ベルを生成する、前記第１のＯＣＲエンジンとは異なるパターンベースのＯＣＲエンジン
と、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較するためのコンパレータと、
　を備え、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、前記システムは、最終読
み取りとして一致読み取りを生成し、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、融合モジュールは、前
記第１の読み取り、前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性
レベルを使用して、最終読み取りを生成する、
　カメラシステム。
【請求項２】
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、請求項
１に記載のシステム。
【請求項６】
　ライセンスプレートの最終読み取りを生成するための方法であって、
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムを提供す
ることであって、前記カメラシステムは、カメラモジュール、特徴ベースのＯＣＲエンジ
ン、パターンベースのＯＣＲエンジン、コンパレータ、及び融合モジュールを含む、カメ
ラシステムを提供することと、
　前記カメラモジュールを用いて、車両の画像を捕捉することであって、前記画像は、文
字を含んでいるライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、車両の画像
を捕捉することと、
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジンを用いて前記ライセンスプレートから前記文字を抽出
することによって、第１の読み取り及び第１の信頼性レベルを生成することと、
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　前記パターンベースのＯＣＲエンジンを用いて前記ライセンスプレートから前記文字を
抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レベルを生成することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、最終読み取りとして一致
読み取りを生成することと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、前記第１の読み取り、
前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性レベルを使用して、
前記融合モジュールを用いて最終読み取りを生成することとを含む、方法。
【請求項７】
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、請求項
６に記載の方法。
【請求項１１】
　デュアル埋め込み型光学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを有するカメラシステムであって
、
　車両の画像を捕捉するためのカメラモジュールであって、前記画像は、文字を含んでい
るライセンスプレート番号を有するライセンスプレートを含む、カメラモジュールと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出することによって、第１の読み取り及び第
１の信頼性レベルを生成する第１のＯＣＲエンジンと、
　前記ライセンスプレートから前記文字を抽出する、第２の読み取り及び第２の信頼性レ
ベルを生成する第２のＯＣＲエンジンと、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとを比較するためのコンパレータと、
　を備え、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致した場合、前記システムは、最終読
み取りとして一致読み取りを生成し、
　前記第１の読み取りと前記第２の読み取りとが一致しない場合、融合モジュールは、前
記第１の読み取り、前記第１の信頼性レベル、前記第２の読み取り及び前記第２の信頼性
レベルを使用して、最終読み取りを生成する、
　カメラシステム。
【請求項１２】
　前記融合モジュールは、前記第１の読み取りから少なくとも１つの文字を選択し、前記
第２の読み取りから少なくとも１つの文字を選択して、前記最終読み取りを生成する、請
求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記融合モジュールは、前記最終読み取りと関連付けられた第３の信頼性レベルを提供
する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第３の信頼性レベルが既定のしきい値を下回った場合、前記最終読み取りは無効と
して指定される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記特徴ベースのＯＣＲエンジン及び前記パターンベースのＯＣＲエンジンは、前記第
１の読み取り及び前記第２の読み取りを生成するために、同一の画像を評価する、請求項
１１に記載のシステム。
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